
松戸市では、企業、事業所、団体等の個人以外の皆様を対象に、SDGsの達成に 

向けて自ら取り組むことを宣言する 「まつどSDGsキャラバンメンバーシップ制度」の 
参加者を募集しています。
持続可能な経営を行う取引先が求められる中、松戸市内では

SDGs関する取り組みに前向きな企業等も多くなっています。
メンバーシップ制度に参加して自らのSDGsに関する取組みを
宣言・PRし、市とともにSDGsの達成に取り組んでみませんか。 詳細HP

SDGsの取組みを宣言・PRしませんか

• 「SDGs」とは、持続可能な開発目
標（Sustainable Development 

Goals）の略で、2015年の国連サ
ミットで採択されたアジェンダに記
載された目標です。

• 2030年までに取り組むべき国際
社会全体の目標で、17のゴールか
ら構成され、持続可能な世界の実
現を目指すものです。
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◆ 松戸市によるPR支援
SDGs達成に向け積極的な企業・団体等として
市のホームページ、SNS等で紹介されます。
◆ 登録証・ロゴマークによるPR
登録証が交付され、名刺や会社案内に
「まつどSDGsロゴマーク（下図）」を使用できます。
◆ 市のSDGsセミナーへの参加
・SDGsの理解や取組みをさらに深めるための市の
セミナーに参加可能です。
・経営・活動にSDGsの視点を取り入れる
ためのセミナーはビジネスチャンスの
拡大にもつながります。
◆ SDGsに関する情報提供
行政等のSDGsに関する政策・施策の
情報提供を受けられます。

SDGsとは？  参加のメリット

申請と登録の流れ

まつどSDGsキャラバンメンバーシップ制度
参加のご案内



申請可能者
市内で活動を行う市内外の企業、事業所、法人、
団体及び個人事業主
（個人以外の教育機関・任意団体等を含む）

申請方法
松戸市オンライン申請システムから電子申請により受付
（様式等は市ホームページからダウンロードできます）

登録有効期限
新規登録：認定を受けた年度の翌年度末日まで
更新登録：従前の有効期限の翌日から2年間
※有効期限を迎えるごとに更新手続きが必要です。

宣言書の内容
• SDGsの達成に向けて現在取り組んでいること
• 今後のSDGs達成に向け目指す方向及び具体的に取り組みたいこと
• 取組みを通じて目指したいSDGsのゴール（選択式）

登録要件

• SDGsの達成に向けた取組みを継続・拡大していく意欲があること
• SDGsの達成に資する自らの取組みの紹介及び松戸市の公式SNS
サービス等を通じた情報提供に協力し、産学官民の様々なステーク
ホルダーとの交流・連携に努めること

• 法令等を遵守しており、かつ、過去に重大な法令等の違反がない
こと

お問い合わせ先
松戸市総合政策部政策推進課未来共創担当室
メールアドレス：sdgs@city.matsudo.chiba.jp
電話：047-704-4006

宣言書様式（第２号様式）
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